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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスの製造方法であって、
　a）基板の上方に半導体層を設け；
　b）その基板の上方に導電層を設け；
　c）上記半導体層と上記導電層の間に絶縁層を設け；
　d）各画素を発光させるため、上記半導体層または上記導電層の上方に有機発光ダイオ
ードを設け；
　e）第1の電流としてのデータ信号を受け取って対応する画素から出る光の明るさを調節
するため、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と、上記導電層の中に形成された
ゲートとを備える第1のトランジスタを画素ごとに形成し；
　f）上記第1の電流に応答して上記有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節するため
、上記導電層の中に形成されたゲートと、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と
を備える第2のトランジスタを画素ごとに形成し；
　g）上記第1のトランジスタと上記第2のトランジスタを形成する前、または形成した後
に、供給源から供給されて1個以上のレーザー・パルスを発生させるパルス式レーザーを
用いた照射により、上記半導体層のうちで、その第1のトランジスタのチャネル領域の一
部に関係する領域と、その第2のトランジスタのチャネル領域の一部に関係する領域をア
ニーリングする操作を含み、
　上記第1のトランジスタのチャネル領域が形成される半導体層と上記第2のトランジスタ
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のチャネル領域が形成される半導体層とが同一の工程で形成され、
　上記第1のトランジスタのゲートと上記第2のトランジスタのゲートを電気的に接続し、
データ線から供給される電流を上記第1のトランジスタに通過させ、該電流が上記第2のト
ランジスタに再現されるように電流ミラー回路を構成し、かつ
　上記第1のトランジスタのチャネル領域と上記第2のトランジスタのチャネル領域との大
きさが異なるが、上記第1及び第2のトランジスタのチャネル領域の長さ又は幅が同一であ
り、その同一の長さ又は幅が上記レーザー・パルスと直角になるように配置し、上記レー
ザ・パルスがほぼ同時に両方のチャネル領域に到達し、ほぼ同時に両方のチャネル領域の
アニーリングを終了させるようにすることを特徴とする方法。
【請求項２】
　電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスの製造方法であって、
　a）基板の上方に半導体層を設け；
　b）その基板の上方に導電層を設け；
　c）上記半導体層と上記導電層の間に絶縁層を設け；
　d）各画素を発光させるため、上記半導体層または上記導電層の上方に有機発光ダイオ
ードを設け；
　e）第1の電流としてのデータ信号を受け取って対応する画素から出る光の明るさを調節
するため、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と、上記導電層の中に形成された
ゲートとを備える第1のトランジスタを画素ごとに形成し；
　f）上記第1の電流に応答して上記有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節するため
、上記導電層の中に形成されたゲートと、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と
を備える第2のトランジスタと第3のトランジスタを画素ごとに形成し；
　g）上記第1のトランジスタ、上記第2のトランジスタ、上記第3のトランジスタを形成す
る前、または形成した後に、供給源から供給されて1個以上のレーザー・パルスを発生さ
せるパルス式レーザーを用いた照射により、上記半導体層のうちで、その第1のトランジ
スタのチャネル領域の一部に関係する領域と、その第2のトランジスタのチャネル領域の
一部に関係する領域と、その第3のトランジスタのチャネル領域の一部に関係する領域を
アニーリングする操作を含み、
　上記第1のトランジスタのチャネル領域が形成される半導体層と上記第2のトランジスタ
のチャネル領域が形成される半導体層とが同一の工程で形成され、
　上記第1のトランジスタのゲートを、上記第2、3のトランジスタのゲートに接続し、デ
ータ線から供給される電流を上記第1のトランジスタに通過させ、該電流に対して所定の
比の電流が上記第2、3のトランジスタに再現されるように電流ミラー回路を構成し、かつ
　上記第1のトランジスタのチャネル領域の大きさは、上記第2、3のトランジスタのチャ
ネル領域の大きさと異なるが、上記第1、第2及び第3のトランジスタのチャネル領域の長
さ又は幅が同一であり、その同一の長さ又は幅が上記レーザー・パルスと直角になるよう
に配置し、上記レーザ・パルスがほぼ同時にすべてのチャネル領域に到達し、ほぼ同時に
すべてのチャネル領域のアニーリングを終了させるようにすることを特徴とする方法。
【請求項３】
　電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスの製造方法であって、
　a）基板の上方に半導体層を設け；
　b）その基板の上方に導電層を設け；
　c）上記半導体層と上記導電層の間に絶縁層を設け；
　d）各画素を発光させるため、上記半導体層または上記導電層の上方に有機発光ダイオ
ードを設け；
　e）第1の電流データとしての信号を受け取って対応する画素から出る光の明るさを調節
するため、半導体層の中に形成されたチャネル領域と、導電層の中に形成されたゲートと
をそれぞれが備える第1のトランジスタと第2のトランジスタを画素ごとに形成し；
　f）上記第1の電流に応答して上記有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節するため
、上記導電層の中に形成されたゲートと、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と
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を備える第3のトランジスタを画素ごとに形成し；
　g）上記第1のトランジスタ、上記第2のトランジスタ、上記第3のトランジスタを形成す
る前、または形成した後に、供給源から供給されて1個以上のレーザー・パルスを発生さ
せるパルス式レーザーを用いた照射により、上記半導体層のうちで、その第1のトランジ
スタのチャネル領域の一部に関係する領域と、その第2のトランジスタのチャネル領域の
一部に関係する領域と、その第3のトランジスタのチャネル領域の一部に関係する領域を
アニーリングする操作を含み、
　上記第1のトランジスタのチャネル領域が形成される半導体層と上記第2のトランジスタ
のチャネル領域が形成される半導体層とが同一の工程で形成され、
　上記第1、2のトランジスタのゲートを、上記第3のトランジスタのゲートに接続し、デ
ータ線から供給される電流を上記第1、2のトランジスタに通過させ、該電流に対して所定
の比の電流が上記第3のトランジスタに再現されるように電流ミラー回路を構成し、かつ
　上記第1、2のトランジスタのチャネル領域の大きさは、上記第3のトランジスタのチャ
ネル領域の大きさと異なるが、上記第1、第2及び第3のトランジスタのチャネル領域の長
さ又は幅が同一であり、その同一の長さ又は幅が上記レーザー・パルスと直角になるよう
に配置し、上記レーザ・パルスがほぼ同時にすべてのチャネル領域に到達し、ほぼ同時に
すべてのチャネル領域のアニーリングを終了させるようにすることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス・デバイスに関する。より詳細には、本発明
は、有機エレクトロルミネッセンス・デバイスのための電流型アクティブ・マトリックス
画素回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス（EL）デバイスは、最も簡単な形態では、正孔を注入す
るためのアノードと、電子を注入するためのカソードと、これら電極の間に挟まれていて
、電荷再結合をサポートすることによって光を発生させる有機媒体とで構成されている。
このデバイスは、一般に、有機発光ダイオードまたはOLEDとも呼ばれている。基本的な有
機EL素子がアメリカ合衆国特許第4,356,429号に記載されている。例えばテレビ、コンピ
ュータのモニタ、携帯電話のディスプレイ、ディジタル・カメラのディスプレイとして有
用な画素化されたディスプレイ装置を構成するには、個々の有機EL素子をマトリックス状
の画素アレイとして配置するとよい。これらの画素がすべて同じ色の光を出すようにして
単色デバイスを製造すること、または赤、緑、青（RGB）デバイスのようにこれらの画素
が多数の色を出せるようにすることができる。
【０００３】
　最も簡単な画素化OLEDデバイスは、パッシブ・マトリックスの構成で駆動される。パッ
シブ・マトリックスでは、有機EL材料が、直交配置された2組の電極（行と列）の間に挟
まれている。パッシブ・マトリックス駆動の有機ELデバイスの一例が、アメリカ合衆国特
許第5,276,380号に開示されている。しかし画素化されたデバイスを製造するこの方法に
はいくつかの欠点がある。第1に、ある1つの時刻には1つの行（または列）だけが発光す
る。したがって所定のフレームに平均として望む明るさを実現するには、その行を、平均
として望む明るさに行の数を掛けた値に等しい瞬間的な明るさで光らせねばならない。そ
の結果として、フレーム全体を連続的に光らせることのできる画素の場合と比べて電圧が
より高くなり、長期の信頼性が低下する。第2に、瞬間的な高電流と長くて狭い電極（し
たがって抵抗値が大きい）を組み合わせると、デバイスの一端から他端に向かっての電圧
低下が顕著になる。デバイスの両端でのこの電圧差は、明るさの一様性に好ましくない影
響を与える。これら2つの効果は、ディスプレイのサイズが大きくなるほど、そして行と
列の数が増えるほど悪い影響を与えるため、パッシブ・マトリックス型の設計は、比較的
小さくて解像度が低いディスプレイに限定される。
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【０００４】
　こうした問題点を解決して性能がより優れたデバイスを製造するため、最近設計された
ELEDデバイスは、一般に、アクティブ・マトリックス（AM）回路によって駆動される。ア
クティブ・マトリックスの構成では、各画素が多数の回路素子（例えばトランジスタ、キ
ャパシタ、信号線）によって駆動される。この回路により、複数の行の画素が同時に光っ
ている状態になるため、各画素に必要とされる明るさのピークが小さくなる。
【０００５】
　初期のアクティブ・マトリックス型デバイス（例えばアメリカ合衆国特許第5,550,066
号、第6,281,634号、第6,456,013号）では、電圧駆動型の画素回路を使用している。電圧
駆動型のアクティブ・マトリックス回路は、電圧データ信号を利用して画素の明るさのレ
ベルを制御する。電圧信号は、各画素の中にある1つ以上の駆動用トランジスタによって
電流に変換される。駆動用トランジスタは、ソース端子とドレイン端子が有機EL素子と電
力接続線（または電力線）の間に電気的に接続されたトランジスタであり、ゲート端子に
印加される電圧に応答して有機El素子を流れる電流を調節している。
【０００６】
　このようなOLEDデバイスは、一般に、大きな基板上に大量生産される。そのとき1枚の
基板上にはいくつかのパネルが同時に製造される。したがってトランジスタは、半導体材
料（例えばシリコン）からなる薄膜層の中に構成される。シリコンからなる薄膜層の中に
構成されるトランジスタは、一般に薄膜トランジスタ（TFT）として知られている。この
シリコンは、一般にアモルファス膜として堆積される。シリコンの移動度を大きくするた
め、シリコンをアニールして多結晶シリコン（ポリシリコンとしても知られる）にするこ
とができる。アニーリングを行なうための一般的な1つの方法は、シリコン層にレーザー
を照射するというものである。このようなレーザー・アニーリング法の1つは、エキシマ
・レーザー・アニーリング（ELA）として知られている。レーザーでアニーリングした薄
膜トランジスタの一例がアメリカ合衆国特許第6,548,867号に記載されている。
【０００７】
　しかしトランジスタを薄膜として製造する場合には、トランジスタ間の特性の差が大き
い。OLEDデバイスでは、有機El素子の明るさは、有機El素子を通過する電流密度によって
制御される。画素のトランジスタの特性（例えば移動度、閾値電圧）が変化すると、有機
El素子を通過する電流に直接影響が出る可能性があり、すると画素の明るさに影響が及ぶ
。OLEDデバイスの一端と他端で差があると、デバイスの明るさまたは色が不均一になる可
能性がある。
【０００８】
　トランジスタ製造プロセスで生じる所定の変動を有するOLEDデバイスで明るさをより一
様にするため、新しい設計法が導入されている。それは、電流駆動型アクティブ・マトリ
ックス画素回路である。電流駆動型アクティブ・マトリックス画素回路は、電流データ信
号を利用して画素の明るさのレベルを制御する。電流駆動型アクティブ・マトリックス画
素回路では、電圧型アクティブ・マトリックス回路で用いられている電圧信号とは異なり
、データ信号は電流信号の形態である。
【０００９】
　電流型アクティブ・マトリックス画素回路の例は、アメリカ合衆国特許第6,501,466号
、第6,535,185号、第6,753,654号、アメリカ合衆国特許出願公開2004/0144978 A2に開示
されている電流ミラー型画素回路である。電流ミラー型画素では、各画素の第1のトラン
ジスタ（すなわち変換用トランジスタ）に第1の電流を流す電流データ源を利用する。こ
の第1のトランジスタのゲート端子は、第2のトランジスタのゲート端子に電気的に接続さ
れている。第2のトランジスタは、ソース端子またはドレイン端子が有機EL素子に電気的
に接続されていて、駆動用トランジスタとして機能する。有機EL素子へのこの電気的接続
は、アメリカ合衆国特許第6,501,466号に記載されているように直接行なうこと、または
アメリカ合衆国特許出願公開2004/0144978 A2に記載されているように別のトランジスタ
を介して間接的に行なうことができる。第1のトランジスタを通じて供給される電流は、
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第1のトランジスタと第2のトランジスタのゲート端子が互いに接続されていることで第2
のトランジスタにも再現されるため、第2の電流が確立する。この第2の電流は、第1の電
流と等しくすること、または第1の電流に対してある割合に設定することができる。
【００１０】
　この電流ミラー設計法を利用することにより、画素間での特性（例えば駆動用トランジ
スタの閾値電圧や移動度）の違いを厳格に制御する必要性が減る。このようにすると、薄
膜トランジスタ製造技術を利用しやすくなり、大面積のデバイスの製造が容易になる。し
かし1つの画素内で、駆動用トランジスタと、ゲート端子がその駆動用トランジスタのゲ
ート端子に接続されたトランジスタとの間で特性に差があると、やはり明るさに変動が生
じる可能性がある。OLEDデバイスにおけるこの明るさの変動を減らすには、各画素内のこ
れら2つのトランジスタ間の違いを少なくする必要がある。したがって違いがより少なく
なる改善された画素設計法が必要とされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の1つの目的は、画素の明るさの一様性が改善された電流型アクティブ・マトリ
ックスOLEDデバイスを製造することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　その目的は、電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスの製造方法であって、
　a）基板の上方に半導体層を設け；
　b）その基板の上方に導電層を設け；
　c）上記半導体層と上記導電層の間に絶縁層を設け；
　d）各画素を発光させるため、上記半導体層または上記導電層の上方に有機発光ダイオ
ードを設け；
　e）第1の電流としてのデータ信号を受け取って対応する画素から出る光の明るさを調節
するため、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と、上記導電層の中に形成された
ゲートとを備える第1のトランジスタを画素ごとに形成し；
　f）上記第1の電流に応答して上記有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節するため
、上記導電層の中に形成されたゲートと、上記半導体層の中に形成されたチャネル領域と
を備える第2のトランジスタを画素ごとに形成し；
　g）上記第1のトランジスタと上記第2のトランジスタを形成する前、または形成した後
に、供給源から供給されて1個以上のレーザー・パルスを発生させるパルス式レーザーを
用いた照射により、上記半導体層のうちで、その第1のトランジスタのチャネル領域の一
部に関係する領域と、その第2のトランジスタのチャネル領域の一部に関係する領域をア
ニーリングする操作を含む方法によって達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図1は、OLEDデバイスを駆動するための従来の電流型アクティブ・マトリックス回路で
ある。より詳細には、この図は、アクティブ・マトリックス電流ミラー型回路を示してい
る。アメリカ合衆国特許第6,501,466号を参照のこと。この回路は、画素（例えば画素10
）が行と列のマトリックス配置にされている。各画素は、デバイス内にあって刺激を受け
て独立に発光することのできる1つの領域である。これらの画素は、どれも同じ色の光を
出せるようにして単色デバイスを形成すること、または異なる色の光を出せるようにして
マルチカラー・デバイス（例えばRGBデバイス）を形成することができる。それぞれの列
には、電流源（例えば電流源170）に接続されたデータ線（例えばデータ線111）が含まれ
ている。この電流源は、画素と同じ基板上に製造すること、またはその基板外に製造して
データ線111に接続することができる。それぞれの列には、電力線（例えば電力線112）も
含まれている。あるいは隣り合った画素列が1本の電力線を共有する配置も可能である。
さらに別の配置では、電力線をデータ線と垂直にすること、または電力線を行の方向にす
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ることができる。それぞれの行には、第1の走査線（例えば第1の走査線113）と第2の走査
線（例えば第2の走査線114）が含まれている。各画素には、4つのトランジスタと、1つの
キャパシタと、1つの有機発光ダイオードがさらに含まれている。例えば画素10には、選
択用トランジスタ120と、スイッチング用トランジスタ130と、変換用トランジスタ140と
、駆動用トランジスタ150と、記憶用キャパシタ160と、有機発光ダイオード230が含まれ
ている。
【００１４】
　選択用トランジスタ120は、ゲート端子が第1の走査線113に電気的に接続され、ソース
端子またはドレイン端子がデータ線111に電気的に接続されている。この選択用トランジ
スタの機能は、第1の走査線への適切な電圧によってこの選択用トランジスタがオンにさ
れたとき、電流信号の形態で供給されるデータがデータ線から他の回路素子へと移れるよ
うにすることである。そうなることで、駆動用トランジスタを流れる電流、したがって有
機発光ダイオードを流れる電流が調節されて、画素の明るさが調節される。選択用トラン
ジスタは、入力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００１５】
　スイッチング用トランジスタ130は、図示してあるように、ゲート端子が第2の走査線11
4に電気的に接続され、第2の端子が選択用トランジスタ120に電気的に接続され、第3の端
子が、記憶用キャパシタ160と、駆動用トランジスタ150のゲート端子と、変換用トランジ
スタ140のゲート端子に電気的に接続されている。スイッチング用トランジスタの目的は
、データ信号が画素に書き込まれているときに駆動用トランジスタおよび変換用トランジ
スタのゲート端子と記憶用キャパシタに充電して望む明るさにできるようにすることであ
る。これは、第2の走査線を利用してスイッチング用トランジスタのゲート端子に適切な
電圧を印加することでこのスイッチング用トランジスタをオンにすることによって実現さ
れる。スイッチング用トランジスタは、データ信号が書き込まれると、第2の走査線に適
切な電圧を印加することによってオフにされるため、記憶用キャパシタと、変換用トラン
ジスタおよび駆動用トランジスタのゲート端子に貯えられた電圧が分離される。スイッチ
ング用トランジスタは、消去用トランジスタと呼ぶこともできる。
【００１６】
　変換用トランジスタ140は、ゲート端子が、記憶用キャパシタ160と、駆動用トランジス
タ150のゲート端子と、スイッチング用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端子
に電気的に接続されている。図示してあるように、この変換用トランジスタの第2の端子
は電力線112に電気的に接続され、第3の端子は、選択用トランジスタ120とスイッチング
用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端子に電気的に接続されている。変換用
トランジスタの目的は、この変換用トランジスタのゲートを駆動用トランジスタのゲート
に電気的に接続することにより、データ線から供給される電流を通過させ、その電流が駆
動用トランジスタに再現されるようにすることである。変換用トランジスタと駆動用トラ
ンジスタの特徴が同じであれば、このミラー電流は、データ線によって供給される電流と
ほぼ同じになろう。特徴としては、トランジスタのチャネル長、チャネル幅、ゲート絶縁
層の厚さなどがある。しかし駆動用トランジスタを流れる電流は、同じではなくて、デー
タ線の電流に対して所定の比の関係になっていることが好ましい。例えばデータ線からよ
り大きな電流が供給されて記憶用キャパシタとそれ以外のキャパシタ（例えば寄生キャパ
シタ）が素早く充電され、そのことによって画素の明るさを望ましいレベルにするのに必
要な時間が短くなるようにすることが好ましい。これは、変換用トランジスタと駆動用ト
ランジスタの1つ以上の特徴（例えばチャネル長、チャネル幅、ゲート絶縁層の厚さ）に
関して比を調節することによって実現される。例えば変換用トランジスタのゲート幅が駆
動用トランジスタのゲート幅よりも10倍広くされていて、他の特徴は同じだと、有機発光
ダイオードが画素の望ましい明るさを実現するのに必要とするよりもほぼ10倍大きな電流
を用いて画素データを書き込むことができる。明るさを望ましいレベルに調節し、選択用
トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにすると、変換用トランジスタの中を
電流が流れなくなるため、変換用トランジスタはもはや電流ミラー機能を果たさなくなる
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。しかし駆動用トランジスタのゲート端子の電圧は記憶用キャパシタに記憶されていて、
しかもその電圧はスイッチング用トランジスタによって分離されているため、変換用トラ
ンジスタが必要な電流を供給することで画素は望ましい明るさの光を出し続ける。この状
態は、次の画素フレームの間に画素が再び調節されるまで続く。
【００１７】
　駆動用トランジスタ150は、ゲート端子が、記憶用キャパシタ160と、変換用トランジス
タ140のゲート端子と、スイッチング用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端子
に電気的に接続されている。図示してあるように、駆動用トランジスタは第2の端子が電
力線112に電気的に接続され、第3の端子が有機発光ダイオード230に電気的に接続されて
いる。駆動用トランジスタの目的は、データ線からのデータ信号に応答して有機発光ダイ
オードの中を流れる電流を調節することである。この場合、調節された電流は、上記のよ
うに、変換用トランジスタにより、データ線から供給された電流に対して所定の比になる
ようにできる。駆動用トランジスタは、電力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００１８】
　各画素（例えば画素10）には、有機発光ダイオード（例えば有機発光ダイオード230）
が含まれている。このダイオードは、第1の電極と第2の電極の間に配置された複数の有機
発光層からなる。第1の電極は、駆動用トランジスタ150に接続されている。第2の電極250
は、すべての画素に共通であることが好ましい。1つ以上の有機発光層を画素ごとに個別
にパターニングすること、またはすべての画素に共通にすることができる。
【００１９】
　第1の走査線113と第2の走査線114を利用してそれぞれ選択用トランジスタ120とスイッ
チング用トランジスタ130をオンにすると、デバイスのフレームの書き込み期間にデータ
線111からのデータ信号に応答して画素の明るさを調節することができる。明るさのレベ
ルが決まると、第1の走査線と第2の走査線を通じ、これら走査線に関係する画素行の選択
用トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにする。次に、データ線信号が次の
行にとって望ましいレベルに調節された後、その行の第1の走査線と第2の走査線がアクテ
ィブにされる。このプロセスが各画素行について繰り返される。この構成では、選択用ト
ランジスタはNMOS型トランジスタとして図示してあり、変換用トランジスタ、駆動用トラ
ンジスタ、スイッチング用トランジスタは、PMOS型トランジスタとして図示してある。し
かし本発明がこの場合に限定されることはなく、当業者であればこれらトランジスタの型
を変更することができる。特に選択用トランジスタとスイッチング用トランジスタの両方
がNMOS型トランジスタまたはPMOS型トランジスタにされている別の設計では、1本の走査
線が第1の走査線と第2の走査線の両方の機能を果たすことができる。このような設計は、
アメリカ合衆国特許第6,535,185号に示してある。
【００２０】
　図2は、本発明によるレイアウトの第1の実施態様に従う電流型アクティブ・マトリック
ス回路レイアウトを1つの画素について示した図である。図2には、さまざまな回路素子（
例えば選択用トランジスタ120、スイッチング用トランジスタ130、変換用トランジスタ14
0、駆動用トランジスタ150、記憶用キャパシタ160、データ線111、電力線112、第1の走査
線113、第2の走査線114）の構成と配置が示してある。有機発光ダイオード（第1の電極と
第2の電極を含む）は、図2には図示されていない。
【００２１】
　トランジスタ（例えば選択用トランジスタ120、スイッチング用トランジスタ130、変換
用トランジスタ140、駆動用トランジスタ150）は、半導体層から形成される。この半導体
層はシリコンであることが好ましい。この半導体層は、アモルファス、結晶、多結晶のい
ずれでもよいが、キャリアの移動度を大きくするため多結晶または結晶であることが好ま
しい。アモルファス膜の場合、正孔の移動度が非常に小さくてPMOS型トランジスタの実用
性はNMOS型よりも劣るため、すべてのトランジスタをNMOS型にする必要がある。多結晶半
導体または結晶半導体という好ましい場合には、図1に示したようにNMOS型トランジスタ
とPMOS型トランジスタの両方を使用することができる。半導体層は、1つ以上のサブ層で
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構成することができる。そのサブ層は、ドープされていても、真性でもよい。半導体層は
、パターニングして複数の領域にする（例えば半導体領域121、半導体領域131、半導体領
域151）。これら領域は、従来から知られている方法でパターニング（例えばフォトレジ
ストのフォトリソグラフィ・パターニング）した後、溶液またはプラズマでエッチングす
る。これら領域またはその一部には、パターニングして複数の領域にする前または後に、
選択的にN型またはP型をさらにドープすることができる。これは、公知のドーピング法（
例えばイオン注入）を利用して実現される。
【００２２】
　半導体層を形成する1つの方法は、アモルファス状態の半導体層を堆積させ、その半導
体層をレーザーでアニーリングすることによって結晶化させる操作を含んでいる。レーザ
ーによるこの結晶化法は、レーザー・パルスを発生させるレーザー源を用意し、そのレー
ザー源を基板に対してステップ式に移動させることによって実現できる。このような結晶
化法に役立つ多彩なレーザー源が知られている。典型的な1つのレーザー源は、レーザー
（例えばXeClレーザー）と、レーザーを整形されたビームにするための一群の光学素子（
例えばレンズ）とを備えている。このようなステップ式レーザー・アニーリング法は、ア
メリカ合衆国特許第6,548,867号に記載されている。レーザー・パルスはパルス幅Xの長方
形にされ、ステップ運動がピッチPで起こる。連続したこのような2つのパルスを図2にレ
ーザー・パルス501およびレーザー・パルス502として示してある。レーザー・パルス501
とレーザー・パルス502は、レーザーの走査方向510に移動するパルス列のうちでサンプル
として示した2つのパルスである。レーザー・パルス501とレーザー・パルス502の前後に
多数のパルス（図示せず）が使用されて、基板上のすべての画素のすべての半導体領域が
結晶化する。レーザー・パルスは、1つの画素よりも長いことが好ましい。そのため1つの
パルスの全長は図示していない。レーザー・パルスのステップを互いに一部重ね合わせ、
半導体層のアニールされた領域が複数のレーザー・パルスを受けるようにすることが好ま
しい。そのためには、ピッチはレーザー・パルスの幅よりも小さいことが好ましい。レー
ザーをパルスにして基板を横断して移動させるとき、レーザーのエネルギーが一定に維持
されることが好ましいが、それでもいくらかの変動が生じる可能性がある。このような変
動は、薄膜トランジスタの性質に影響を与えるであろう。レーザー・エネルギーの変動は
、1つのパルス内でパルスの長さに沿って起こる可能性もある。
【００２３】
　選択用トランジスタ120は、半導体領域121から形成される。選択用トランジスタ120の
ゲートは、第1の走査線113の一部を、半導体領域121の一部の上方に延長することによっ
て形成される。第1の走査線113と第2の走査線114は、第1の導電体層の中に形成されてパ
ターニングされる。第1の導電体層と半導体層の間には絶縁層（図示せず）が配置されて
いて、トランジスタのゲート誘電体を形成している。選択用トランジスタ120のソース領
域とドレイン領域は、第1の走査線113を延長することによって形成したゲートのどちらか
の側の半導体領域121にドーピングすることによって形成できる。
【００２４】
　データ線111と電力線112は、第2の導電体層から公知の方法を利用して形成されてパタ
ーニングされる。第2の導電体層と第1の導電体層の間には別の絶縁層（図示せず）が配置
されている。第1の導電体層と第2の導電体層の中に形成された線はこの絶縁層によって電
気的接触なしに交差することが可能になるため、画素マトリックスルの行と列を形成でき
る。選択用トランジスタ120は、半導体領域121とデータ線111の間にある絶縁層内にビア1
22を形成することによってデータ線111に接続される。このビアは、公知の方法（例えば
フォトリソグラフィによるパターニングとエッチング）で形成される。
【００２５】
　スイッチング用トランジスタ130は、半導体領域131から形成される。スイッチング用ト
ランジスタ130のゲートは、図示したように、第2の走査線114の一部を、半導体領域131の
一部の上方に延長することによって形成される。ソース領域とドレイン領域は、このゲー
ト領域のどちらかの側の半導体領域131の一部にドーピングすることによって形成できる
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。ビア123を通じて半導体領域121に接続されるとともに、ビア132を通じて半導体領域131
に接続された導電体ブリッジ125を用いることにより、スイッチング用トランジスタ130と
選択用トランジスタ120が接続される。この導電体ブリッジは、例えば第2の導電体層の中
に形成することができる。この2つのトランジスタは異なる型（NMOSとPMOS）であるため
導電体ブリッジが好ましいが、本発明をうまく実現する上で導電体ブリッジが常に必要と
されるわけではない。変換用トランジスタ140も半導体領域131の一部から形成されるため
、ここでは変換用トランジスタ140へも接続されている。あるいは別の導電体ブリッジを
用いてこのような接続にすることもできる。すると変換用トランジスタを独立した半導体
領域として分離することができる。スイッチング用トランジスタ130は、ビア133を通じて
ゲート導電体145に電気的に接続されている。ゲート導電体145は、記憶用キャパシタ160
の一方の側を形成するとともに、変換用トランジスタ140と駆動用トランジスタ150のゲー
ト電極も形成する。このようにして、記憶用キャパシタ160と、変換用トランジスタ140お
よび駆動用トランジスタ150のゲート電極との間に電気的接続が形成される。ゲート導電
体145は、選択用トランジスタ120およびスイッチング用トランジスタ130のゲートと同じ
層に形成されることが好ましい。すなわちゲート導電体145は、例えば第1の導電体層の中
に構成されることが好ましい。
【００２６】
　記憶用キャパシタ160は、図示してあるように、半導体領域161とゲート導電体145の間
に構成されることが好ましい。すなわち記憶用キャパシタは、第1の導電体層と半導体層
から形成され、誘電体層（図示せず）がこれらの層の間に配置される。この構成では、半
導体領域161はビア162を通じて電力線112に電気的に接続されている。あるいは記憶用キ
ャパシタは、他の層（例えば第1の導電体層、第2の導電体層）から形成することもできる
。この別の構成では、キャパシタの一方の側は、電力線の一部を延長することによって形
成できるため、電力線に電気的に接続され、ビアを形成する必要がなくなる。
【００２７】
　上に説明したように、変換用トランジスタ140は半導体領域131から形成され、そのゲー
トは、ゲート導電体145から形成される。ソース領域とドレイン領域は、ゲート導電体145
のどちらかの側で半導体領域131の一部にドーピングすることによって形成できる。図示
してあるように、ビア142を通じて変換用トランジスタ140と電力線112が電気的に接続さ
れる。
【００２８】
　駆動用トランジスタ150は半導体領域151から形成され、そのゲートは、ゲート導電体14
5から形成される。ソース領域とドレイン領域は、ゲート導電体145のどちらかの側で半導
体領域151の一部にドーピングすることによって形成できる。図示してあるように、ビア1
53を通じて駆動用トランジスタ150と電力線112が電気的に接続される。駆動用トランジス
タ150も、ビア152を通じて有機発光ダイオードの第1の電極（図示せず）に電気的に接続
されている。有機発光ダイオードの第1の電極（図示せず）は、第2の導電体層の上方に配
置された第3の導電体層から構成されることが好ましい。第3の導電体層と第2の導電体層
は、誘電体層（図示せず）によって分離されている。ビア152はこの誘電体層に形成され
た開口部であるため、電気的接触が可能になる。
【００２９】
　各トランジスタは、チャネル領域がゲート端子の下に来るように形成されて、そのトラ
ンジスタのソースとドレインを接続する。このチャネル領域は長さと幅を有する。ソース
端子とゲート端子の間に印加される電圧差に応答して電流がこのチャネルを流れる。この
電流は、チャネルの幅が大きくなるのにほぼ正比例して増加し、チャネルの長さが長くな
るのに比例して減少する。トランジスタを飽和領域で作動させると、この電流はほぼ式（
1）に従う。
　　ISD = (1/2)×μ×(W/L)×Cゲート×(VGS - VTH)

2　　（式1）
ただし、
　ISDは、ソース端子とドレイン端子の間を流れる電流であり；
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　μは、キャリア（電子または正孔）の移動度であり；
　Wは、チャネル幅であり；
　Lは、チャネル長であり；
　Cゲートは、チャネル領域の上方にあるゲートの単位面積当たりの容量であり；
　VGSは、ゲート端子とソース端子の電圧差であり；
　VTHは、トランジスタの閾値電圧である。
【００３０】
　有機発光ダイオードを流れる電流は、駆動用トランジスタ150によって調節される。駆
動用トランジスタ150は、L1と表記されるチャネル長と、W1と表記されるチャネル幅を有
する。同様に、変換用トランジスタ140は、W2と表記されるチャネル幅を持ち、駆動用ト
ランジスタ150と同じチャネル長L1を持つことが図示してある。駆動用トランジスタ150と
変換用トランジスタ140を流れる電流は、同じであるか、特定の比となるように設計する
ことができる。
【００３１】
　ある電流比を実現するには、式1に従って流れる電流を決める1つ以上のパラメータ（例
えばチャネル長またはチャネル幅）が、変換用トランジスタと駆動用トランジスタで異な
っている必要がある。図2に示してあるように、変換用トランジスタと駆動用トランジス
タのチャネル幅は異なる値にできる一方で、チャネル長は同じにされている。この構成で
は、他のパラメータ（例えば移動度、閾値電圧、チャネル領域の上方にあるゲートの単位
面積当たりの容量）を同じにすることが好ましい。したがってこれら2つのトランジスタ
の半導体領域の性質の差が最小であることが重要である。
【００３２】
　変換用トランジスタ140と駆動用トランジスタ150の間でチャネル領域の半導体領域の差
を小さくするには、半導体層をレーザーを用いてアニーリングするとき、これら2つの領
域を同じレーザー・パルスまたはレーザー・パルス列で結晶化させる必要がある。この場
合、変換用トランジスタ140と駆動用トランジスタ150のチャネル領域がレーザー・パルス
に対してどのように位置するかを決めるにあたり、両方がパルスの長さの中に収まって同
時に同じパルス列でアニールされるようにする。変換用トランジスタ140と駆動用トラン
ジスタ150のチャネル領域は、パルス列が走査方向510で示したようにチャネル領域を横断
するようにも配置される。このパルス列は、ほぼ同時に両方のチャネル領域に到達し、ほ
ぼ同時に両方のチャネル領域のアニーリングを終了させる。これは、図示したチャネル領
域を、例えばチャネル領域の長さまたは幅がレーザー・パルスと直角になるように配置す
るとともに、チャネル領域が互いにほぼ揃うように配置することによって実現できる。変
換用トランジスタ140のチャネル領域と駆動用トランジスタ150のチャネル領域のこの並び
方を実現するには、変換用トランジスタ140と駆動用トランジスタ150の長さまたは幅のど
ちらかを同じにすることが好ましい。図2の実施態様に示してあるように、変換用トラン
ジスタ140と駆動用トランジスタ150のチャネル領域のチャネル長は同じにされている一方
で、これら領域のチャネル幅は違えてある。チャネル領域の100％が正確に同じパルス列
でアニールされることが好ましいが、これらチャネル領域を、各チャネル領域の少なくと
も一部（50％を超えることが好ましい）が同じパルス列によって同時にアニールされるよ
うに配置することによってもいくらかの利益がある。さらに、レーザー・パルスのエネル
ギーの変動に対する感度をレーザー・パルスの長さ方向で小さくするには、図示したよう
に駆動用トランジスタ150と変換用トランジスタ140を互いに近づけて配置することで駆動
用トランジスタ150と変換用トランジスタ140のチャネル領域間のスペースを小さくするこ
とが好ましい。
【００３３】
　図2のデバイスの線Z-Z'に沿った断面図を図3に示してある。この図は、駆動用トランジ
スタ150の断面図である。駆動用トランジスタ150は基板200の上に形成されている。基板2
00には多くの材料を使用できる。例えば、ガラス、プラスチック、セラミック、金属ホイ
ルなどである。基板はさらに、1つ以上の障壁層（図示せず）で覆うことができる。基板
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が導電性である場合には、さらに誘電体層（図示せず）で覆うことができる。デバイスを
作動させたときに画素から出る光を基板を通して見るのであれば、基板は透明でなくては
ならない。この構成は、ボトム・エミッション型デバイスとして知られている。この場合
、基板のための材料として、ガラスまたは透明なプラスチックが好ましい。デバイスを作
動させたときに画素から出る光を基板と向かい合った方向から見るのであれば、不透明な
基板を使用できる。この構成は、トップ・エミッション型デバイスとして知られている。
図3に示した実施態様はトップ・エミッション型デバイスであるが、本発明がこの場合に
限定されることはない。
【００３４】
　基板200の上方には第1の半導体層が設けられており、その半導体層から半導体領域151
が形成される。半導体領域151の上方には、第1の誘電体層212が、フォトリソグラフィや
エッチングなどの方法によって形成される。この誘電体層は、二酸化ケイ素、窒化ケイ素
、またはこれらの組み合わせであることが好ましい。この誘電体層は、誘電性材料からな
るいくつかのサブ層から形成することもできる。第1の誘電体層212の上方には第1の導電
体層が設けられていて、その導電体層から、フォトリソグラフィやエッチングなどの方法
により、ゲート導電体145と第1の走査線113が形成される。この導電体層は、従来技術で
知られているように、例えば金属（クロムなど）にすることができる。ゲート導電体145
と第1の走査線113の上方には、第2の誘電体層213が形成されている。この誘電体層は、例
えば二酸化ケイ素、窒化ケイ素、またはこれらの組み合わせにすることができる。第2の
誘電体層213の上方には第2の導電体層が設けられていて、その導電体層から、フォトリソ
グラフィやエッチングなどの方法により、電力線112が形成される。この導電体層は、従
来技術で知られているように、例えば金属（アルミニウム合金など）にすることができる
。電力線112は、誘電体層に開けられたビアを通じて半導体領域151と電気的に接触する。
第2の導電体層の上方には、第3の誘電体層214が形成されている。
【００３５】
　第3の誘電体層の上方には、第1の電極260が形成されている。第1の電極260は、トップ
・エミッション型デバイスでは反射率が大きいことが好ましい。その場合、第1の電極は
金属層（AlまたはAg）にすることができる。あるいは第1の電極は、反射層（例えばAlま
たはAg）の上方の多数のサブ層（例えば透明なインジウム-スズ酸化物（ITO））で構成す
ることもできる。あるいは第1の電極を吸光性にすることもできる。このデバイスはトッ
プ・エミッション型デバイスであるため、光はデバイスから基板200と向かい合う方向に
出る。したがって第1の電極260を回路素子（例えば駆動用トランジスタ150）の上方に形
成することができる。この構成だと、基板の利用可能な表面積が最も効率的に利用される
。あるいはボトム・エミッション型デバイスを構成する場合には、第1の電極は透明でな
ければならず、ITOなどの材料で構成することができる。この場合には、第1の電極は、不
透明で基板の方向への発光を阻止する他の回路素子の上方ではない領域に形成せねばなら
ないことにも注意されたい。
【００３６】
　第1の電極260の上方では、アメリカ合衆国特許第6,246,179号に記載されているような
画素間誘電体層220を用いて第1の電極の縁部を覆うことで、この領域で短絡が起こったり
強電場が発生したりしないようにすることが好ましい。画素間誘電体層220が好ましいと
はいえ、本発明をうまく実現するのに必要というわけではない。
【００３７】
　各画素は、有機EL媒体240をさらに備えており、その有機EL媒体から有機発光ダイオー
ドが形成される。有機EL媒体240層には本発明をうまく実現できる多数の構成がある。画
素間の有機EL媒体をパターニングせずにすむよう、あらゆる画素によって利用される波長
の光を出す広帯域光源または白色光源が好ましい。この場合には、マルチカラー・デバイ
ス用として光の通路に画素用のカラー・フィルタ（図示せず）を設け、白色光または広帯
域光から望ましい色を出させることができる。広帯域光または白色光を出す有機EL媒体層
のいくつかの実施例が、例えばアメリカ合衆国特許第6,696,177号に記載されている。し
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かし本発明は、各画素がそれぞれの画素用に別々にパターニングされた1つ以上の有機EL
媒体層を備えていて、個々の画素が異なる色を出す場合でもうまくいく。有機EL媒体240
は、いくつかの層で構成される。それは例えば、正孔注入層241と、正孔注入層241の上方
に配置された正孔輸送層242と、正孔輸送層242の上方に配置された発光層243と、発光層2
43の上方に配置された電子輸送層245である。層の数がより少なかったりより多かったり
する有機EL媒体240の別の構成を利用して本発明をうまく実現することもできる。これら
有機EL媒体層は、一般に、有機材料からなる。その有機材料は、従来技術で知られている
ように、小分子材料またはポリマー材料である。これら有機EL媒体層は、公知のいくつか
の方法で堆積させることができる。例えば、真空チェンバー内での蒸着、ドナー基板から
のレーザー転写、インク・ジェット印刷装置を用いた溶媒からの堆積などの方法がある。
【００３８】
　有機EL媒体240の上方には、第2の電極250が形成されている。トップ・エミッション型
デバイスでは、この電極は非常に透明になっている必要がある。その場合には、導電性か
つ透明な材料（例えばインジウム-スズ酸化物（ITO））が、第2の電極250として好ましい
。しかしデバイスがボトム・エミッション型デバイスである別の実施態様では、反射性材
料（例えばアルミニウム（Al）やマグネシウム銀（MgAg）を用いることができる。
【００３９】
　有機EL媒体240は、第1の電極260と第2の電極250の間を流れる電流によって刺激される
と、光270を出す。図3に示してあるように、光270は、デバイスから基板200とは反対方向
に出て行くため、トップ・エミッション型デバイスとして動作する。
【００４０】
　図4は、OLEDデバイスを駆動するための電流型アクティブ・マトリックス回路である。
より詳細には、この図は、本発明によるレイアウトの第2の実施態様に従うアクティブ・
マトリックス電流ミラー型回路を示している。レイアウトのこの第2の実施態様では、回
路はやはり画素が行と列に配列されたマトリックスの配置にすることができる。図4には1
つの画素に関する回路部分が示してあるが、レイアウトの第1の実施態様に関してすでに
説明したように、この構成を多数の行と列に拡張することができる。各画素は、デバイス
のうちで独立に刺激して発光させることのできる領域である。各列には、電流源（例えば
電流源170）に接続されたデータ線（例えばデータ線111）が含まれている。この電流源は
、画素と同じ基板上に製造すること、またはその基板外に製造してデータ線111に接続す
ることができる。各列には、電力線（例えば電力線112）も含まれている。あるいは隣り
合った画素列が1本の電力線を共有する配置にすることもできる。さらに別の配置では、
電力線をデータ線と垂直にすること、または電力線を行の方向にすることができる。それ
ぞれの行には、第1の走査線（例えば第1の走査線113）と第2の走査線（例えば第2の走査
線114）が含まれている。各画素には、5つのトランジスタと、1つのキャパシタと、1つの
有機発光ダイオードがさらに含まれている。図示した画素には、例えば、選択用トランジ
スタ120と、スイッチング用トランジスタ130と、第1の変換用トランジスタ140aと、第2の
変換用トランジスタ140bと、駆動用トランジスタ150と、記憶用キャパシタ160と、有機発
光ダイオード230が含まれている。
【００４１】
　選択用トランジスタ120は、ゲート端子が第1の走査線113に電気的に接続され、ソース
端子またはドレイン端子がデータ線111に電気的に接続されている。この選択用トランジ
スタの機能は、第1の走査線への適切な電圧によってこの選択用トランジスタがオンにさ
れたとき、電流信号の形態で供給されるデータがデータ線から他の回路素子へと移れるよ
うにすることである。そうなることで、駆動用トランジスタを流れる電流、したがって有
機発光ダイオードを流れる電流が調節されて、画素の明るさが調節される。選択用トラン
ジスタは、入力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００４２】
　スイッチング用トランジスタ130は、図示してあるように、ゲート端子が第2の走査線11
4に電気的に接続され、第2の端子が選択用トランジスタ120に電気的に接続され、第3の端
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子が、記憶用キャパシタ160と、駆動用トランジスタ150のゲート端子と、第1の変換用ト
ランジスタ140aのゲート端子と、第2の変換用トランジスタ140bのゲート端子に電気的に
接続されている。スイッチング用トランジスタの目的は、データ信号が画素に書き込まれ
ているときに駆動用トランジスタおよび変換用トランジスタのゲート端子と記憶用キャパ
シタに充電して望む明るさにできるようにすることである。これは、第2の走査線を利用
してスイッチング用トランジスタのゲート端子に適切な電圧を印加することでこのスイッ
チング用トランジスタをオンにすることによって実現される。スイッチング用トランジス
タは、データ信号が書き込まれると、第2の走査線に適切な電圧を印加することによって
オフにされるため、記憶用キャパシタと、変換用トランジスタおよび駆動用トランジスタ
のゲート端子に貯えられた電圧が分離される。スイッチング用トランジスタは、消去用ト
ランジスタと呼ぶこともできる。
【００４３】
　レイアウトの第2の実施態様では、レイアウトの第1の実施態様の変換用トランジスタが
、第1の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bで置き換えられている。
第1の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bは、ソース端子同士とドレ
イン端子同士が電気的に並列に接続されている。第1の変換用トランジスタ140aと第2の変
換用トランジスタ140bのゲート端子同士も電気的に接続されている。このようになってい
るため、レイアウトのこの第2の実施態様では、第1の変換用トランジスタ140aと第2の変
換用トランジスタ140bが合わさって、レイアウトの第1の実施態様の変換用トランジスタ
の機能を果たす。
【００４４】
　第1の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bは、図示してあるように
、ゲート端子が、記憶用キャパシタ160と、駆動用トランジスタ150のゲート端子と、スイ
ッチング用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端子に電気的に接続されている
。第1の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bは、図示してあるように
、電力線112と、選択用トランジスタ120と、スイッチング用トランジスタ130にも電気的
に接続されている。これら変換用トランジスタの目的は、その変換用トランジスタのゲー
トを駆動用トランジスタのゲートに電気的に接続することにより、データ線から供給され
る電流を通過させ、その電流が駆動用トランジスタに再現されるようにすることである。
【００４５】
　レイアウトの第1の実施態様と同様、変換用トランジスタを通過する電流は、駆動用ト
ランジスタを流れる電流と同じにすること、または駆動用トランジスタを流れる電流に対
して所定の比になっているようにすることができる。しかし駆動用トランジスタを流れる
電流は、同じではなくて、データ線の電流に対して所定の比の関係になっていることが好
ましい。例えばデータ線からより大きな電流が供給されて記憶用キャパシタとそれ以外の
キャパシタ（例えば寄生キャパシタ）が素早く充電され、そのことによって画素の明るさ
を望ましいレベルにするのに必要な時間が短くなるようにすることが好ましい。これは、
変換用トランジスタと駆動用トランジスタの1つ以上の特徴（例えばチャネル長、チャネ
ル幅、ゲート絶縁層の厚さ）に関する比を調節することによって実現される。ここでは2
つの変換用トランジスタが並列に接続されているため、もしその2つの変換用トランジス
タのチャネル幅、チャネル長、ならびに他の特徴が同じであるならば、それぞれの変換用
トランジスタが、これら変換用トランジスタを流れる全電流のほぼ半分を担うことになる
。あるいはこれら2つの変換用トランジスタの特徴（例えばチャネル幅）を違えることに
より、全電流がこれら変換用トランジスタの間で不均等に分配されるようにすることもで
きる。したがってこれら2つの変換用トランジスタと駆動用トランジスタの間を流れる電
流の適切な比を確立する際には、これらの変換用トランジスタを合わせて考えるべきであ
る。例えば第1の変換用トランジスタのゲート幅と第2の変換用トランジスタのゲート幅の
両方が駆動用トランジスタのゲート幅よりも5倍広くされていて、他の特徴は同じだと、
有機発光ダイオードが画素の望ましい明るさを実現するのに必要とするよりもほぼ10倍大
きな電流を用いて画素データを書き込むことができる。明るさを望ましいレベルに調節し
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、選択用トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにすると、変換用トランジス
タの中を電流が流れなくなるため、変換用トランジスタはもはや電流ミラー機能を果たさ
なくなる。しかし駆動用トランジスタのゲート端子の電圧は記憶用キャパシタに記憶され
ていて、しかもその電圧はスイッチング用トランジスタによって分離されているため、変
換用トランジスタが必要な電流を供給することで画素は望ましい明るさの光を出し続ける
。この状態は、次の画素フレームの間に画素が再び調節されるまで続く。
【００４６】
　駆動用トランジスタ150は、ゲート端子が、記憶用キャパシタ160と、第1の変換用トラ
ンジスタ140aのゲート端子と、第2の変換用トランジスタ140bのゲート端子と、スイッチ
ング用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端子に電気的に接続されている。図
示してあるように、駆動用トランジスタは、第2の端子が電力線112に電気的に接続され、
第3の端子が有機発光ダイオード230に電気的に接続されている。駆動用トランジスタの目
的は、データ線からのデータ信号に応答して有機発光ダイオードの中を流れる電流を調節
することである。この場合、調節された電流は、上記のように、変換用トランジスタによ
り、データ線から供給された電流に対して所定の比になるようにできる。駆動用トランジ
スタは、電力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００４７】
　各画素には、有機発光ダイオード（例えば有機発光ダイオード230）が含まれている。
このダイオードは、第1の電極と第2の電極の間に配置された複数の有機発光層からなる。
第1の電極は、駆動用トランジスタ150に接続されている。第2の電極250は、すべての画素
に共通であることが好ましい。1つ以上の有機発光層を画素ごとに個別にパターニングす
ること、またはすべての画素に共通にすることができる。
【００４８】
　第1の走査線113と第2の走査線114を利用してそれぞれ選択用トランジスタ120とスイッ
チング用トランジスタ130をオンにすると、デバイスのフレームの書き込み期間にデータ
線111からのデータ信号に応答して画素の明るさを調節することができる。明るさのレベ
ルが決まると、第1の走査線と第2の走査線を通じ、これら走査線に関係する画素行の選択
用トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにする。次に、データ線信号が次の
行にとって望ましいレベルに調節された後、その行の第1の走査線と第2の走査線がアクテ
ィブにされる。このプロセスが各画素行について繰り返される。この構成では、選択用ト
ランジスタはNMOS型トランジスタとして図示してあり、変換用トランジスタ、駆動用トラ
ンジスタ、スイッチング用トランジスタは、PMOS型トランジスタとして図示してある。し
かし本発明がこの場合に限定されることはなく、当業者であればこれらトランジスタの型
を変更することができる。特に選択用トランジスタとスイッチング用トランジスタの両方
がNMOS型トランジスタまたはPMOS型トランジスタにされている別の設計では、1本の走査
線が第1の走査線と第2の走査線の両方の機能を果たすことができる。
【００４９】
　図5は、本発明によるレイアウトの第2の実施態様に従う回路レイアウトを1つの画素に
ついて示した図の一例である。図5には、さまざまな回路素子（例えば選択用トランジス
タ120、スイッチング用トランジスタ130、第1の変換用トランジスタ140a、第2の変換用ト
ランジスタ140b、駆動用トランジスタ150、記憶用キャパシタ160、データ線111、電力線1
12、第1の走査線113、第2の走査線114）の構成と配置が示してある。有機発光ダイオード
（第1の電極と第2の電極を含む）は、図5には図示されていない。
【００５０】
　図5に示してあるように、駆動用トランジスタ150は、ゲート導電体145の下方のチャネ
ル領域が幅W1と長さL1を持つように構成されている。第1の変換用トランジスタ140aは、
ゲート導電体145の下方のチャネル領域が幅W3と長さL1を持つように構成されている。第2
の変換用トランジスタ140bは、ゲート導電体145の下方のチャネル領域が幅W4と長さL1を
持つように構成されている。
【００５１】
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　レイアウトのこの第2の実施態様によれば、第1の変換用トランジスタ140aのチャネル領
域と第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域は、その間に配置された駆動用トラン
ジスタ150のチャネル領域とは離れている。このレイアウトを実現するには、変換用トラ
ンジスタを2つの異なる半導体領域から形成するとよい。例えば第1の変換用トランジスタ
140aを半導体領域131aから形成し、第2の変換用トランジスタ140bを半導体領域141bから
形成する。第1の変換用トランジスタ140aと、第2の変換用トランジスタ140bと、選択用ト
ランジスタ120と、スイッチング用トランジスタ130の間を、導電体ブリッジ125aを用いて
電気的に接続する。この導電体ブリッジ125aは、ビア143aを通じて半導体領域131aに電気
的に接続され、ビア143bを通じて半導体領域141bに電気的に接続されている。第1の変換
用トランジスタ140aと電力線112がビア142aを通じて電気的に接続される。第2の変換用ト
ランジスタ140bと電力線112がビア142bを通じて電気的に接続される。ゲート導電体145は
、第1の変換用トランジスタ140aと、第2の変換用トランジスタ140bと、駆動用トランジス
タ150のゲート電極として機能する。
【００５２】
　本発明によるレイアウトのこの第2の実施態様において第1の変換用トランジスタ140aの
チャネル領域と第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域の間に駆動用トランジスタ1
50のチャネル領域を配置することにより、回路は層（例えば半導体層や、半導体層とゲー
トの間にある絶縁層）の物理的性質の局所的な変動に対してより強くなる。物理的性質（
例えばゲート絶縁体の厚さ、結晶粒子の大きさ）は、トランジスタの電気的性質（例えば
閾値電圧、キャリアの移動度）に直接影響を与える。すなわち第1の変換用トランジスタ1
40aのチャネル領域と第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域の間に駆動用トランジ
スタ150のチャネル領域を配置することにより、駆動用トランジスタ150の性質が、第1の
変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bの性質の中間の値に近づく。第1
の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bは電気的に並列に接続されて
いて、ゲート同士も電気的に接続されているため、これらの変換用トランジスタからの全
電流、またはその一部は、すでに説明したように、データ信号が画素行に書き込まれると
きに駆動用トランジスタ150に再現される。レイアウトのこの第2の実施態様に従って駆動
用トランジスタ150が第1の変換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bのほ
ぼ中間の値を持つように構成することで、このような性質の変動に対する全体的な強さが
向上する。
【００５３】
　すでに説明したようにレーザーでアニールすることによって半導体層を結晶化させる場
合には、本発明によるレイアウトの第2の実施態様を実施することによって強さも向上す
る。しかし本発明によるレイアウトの第2の実施態様がこの場合に限定されることはない
。レーザーでアニールすることによって半導体層を結晶化させる場合、レーザー・パルス
に変動があると半導体層の性質に影響が及ぶため、レーザー・パルスの変動に対する回路
の強さを改善することが望ましい。レーザー・パルス（例えばレーザー・パルス501と502
）のエネルギー変動に対する回路の感度を小さくするには、図示してあるように、第1の
変換用トランジスタ140aのチャネル領域と、駆動用トランジスタ150のチャネル領域と、
第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域をレーザー・パルスと平行に配置すること
も好ましい。第1の変換用トランジスタ140aのチャネル領域と第2の変換用トランジスタ14
0bのチャネル領域の間に駆動用トランジスタ150のチャネル領域をこのような平行な関係
で配置すると、第1の変換用トランジスタ140aのチャネル領域と第2の変換用トランジスタ
140bのチャネル領域が受け取るレーザーのエネルギーのほぼ平均値が駆動用トランジスタ
150のチャネル領域に与えられるため、パルスの長さ方向でのレーザーのエネルギー変動
に対する強さが向上する。
【００５４】
　レーザーを利用して半導体層をアニールするときに第1の変換用トランジスタ140aと第2
の変換用トランジスタ140bと駆動用トランジスタ150のチャネル領域の半導体領域間の差
をさらに小さくするには、その半導体領域を同じ1つのレーザー・パルスまたはレーザー
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・パルス列で結晶化させる必要がある。その場合、第1の変換用トランジスタ140aのチャ
ネル領域と、第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域と、駆動用トランジスタ150の
チャネル領域を、レーザー・パルスに対し、どのチャネル領域も1つのパルス内に収まり
、同時に同じパルス列によってアニールされるように配置する。第1の変換用トランジス
タ140aのチャネル領域と、第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領域と、駆動用トラ
ンジスタ150のチャネル領域は、パルス列が走査方向510で示したようにチャネル領域を横
断するにつれて、そのパルス列がすべてのチャネル領域にほぼ同時に到達し、ほぼ同時に
チャネル領域のアニーリングが終了するようにも配置する。これは、図示したチャネル領
域を、例えばチャネル領域の長さまたは幅がレーザー・パルスと直角になるようにすると
ともに、チャネル領域が互いにほぼ揃うように配置することによって実現できる。第1の
変換用トランジスタ140aのチャネル領域と、第2の変換用トランジスタ140bのチャネル領
域と、駆動用トランジスタ150のチャネル領域のこの並び方を実現するには、第1の変換用
トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bと駆動用トランジスタ150の長さまたは
幅のどちらかを同じにすることが好ましい。図5の実施態様に示してあるように、第1の変
換用トランジスタ140aと第2の変換用トランジスタ140bと駆動用トランジスタ150のチャネ
ル領域のチャネル長は同じにされている一方で、これら領域のチャネル幅は違えてある。
チャネル領域が正確に同じパルス列でアニールされることが好ましいが、これらチャネル
領域を、各チャネル領域の少なくとも一部（50％を超えることが好ましい）が同じパルス
列によって同時にアニールされるように配置することによってもいくらかの利益がある。
【００５５】
　図6は、OLEDデバイスを駆動するための別の電流型アクティブ・マトリックス回路であ
る。より詳細には、この図は、本発明によるレイアウトの第3の実施態様に従うアクティ
ブ・マトリックス電流ミラー型回路を示している。レイアウトのこの第3の実施態様では
、回路はやはり画素が行と列に配列されたマトリックスの配置にすることができる。図6
には1つの画素に関する回路部分が示してあるが、レイアウトの第1の実施態様に関してす
でに説明したように、この構成を多数の行と列に拡張することができる。各画素は、デバ
イスのうちで独立に刺激して発光させることのできる領域である。各列には、電流源（例
えば電流源170）に接続されたデータ線（例えばデータ線111）が含まれている。この電流
源は、画素と同じ基板上に製造すること、またはその基板外に製造してデータ線111に接
続することができる。各列には、電力線（例えば電力線112）も含まれている。あるいは
隣り合った画素列が1本の電力線を共有する配置にすることもできる。さらに別の配置で
は、電力線をデータ線と垂直にすること、または電力線を行の方向にすることができる。
それぞれの行には、第1の走査線（例えば第1の走査線113）と第2の走査線（例えば第2の
走査線114）が含まれている。各画素には、5つのトランジスタと、1つのキャパシタと、1
つの有機発光ダイオードがさらに含まれている。図示した画素には、例えば、選択用トラ
ンジスタ120と、スイッチング用トランジスタ130と、変換用トランジスタ140と、第1の駆
動用トランジスタ150aと、第2の駆動用トランジスタ150bと、記憶用キャパシタ160と、有
機発光ダイオード230が含まれている。
【００５６】
　選択用トランジスタ120は、ゲート端子が第1の走査線113に電気的に接続され、ソース
端子またはドレイン端子がデータ線111に電気的に接続されている。この選択用トランジ
スタの機能は、第1の走査線への適切な電圧によってこの選択用トランジスタがオンにさ
れたとき、電流信号の形態で供給されるデータがデータ線から他の回路素子へと移れるよ
うにすることである。そうなることで、駆動用トランジスタを流れる電流、したがって有
機発光ダイオードを流れる電流が調節されて、画素の明るさが調節される。選択用トラン
ジスタは、入力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００５７】
　スイッチング用トランジスタ130は、図示してあるように、ゲート端子が第2の走査線11
4に電気的に接続され、第2の端子が選択用トランジスタ120に電気的に接続され、第3の端
子が、記憶用キャパシタ160と、第1の駆動用トランジスタ150aのゲート端子と、第2の駆
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動用トランジスタ150bのゲート端子と、変換用トランジスタ140のゲート端子に電気的に
接続されている。スイッチング用トランジスタの目的は、データ信号が画素に書き込まれ
ているときに駆動用トランジスタおよび変換用トランジスタのゲート端子と記憶用キャパ
シタに充電して望む明るさにできるようにすることである。これは、第2の走査線を利用
してスイッチング用トランジスタのゲート端子に適切な電圧を印加することでこのスイッ
チング用トランジスタをオンにすることによって実現される。スイッチング用トランジス
タは、データ信号が書き込まれると、第2の走査線に適切な電圧を印加することによって
オフにされるため、記憶用キャパシタと、変換用トランジスタおよび駆動用トランジスタ
のゲート端子に貯えられた電圧が分離される。スイッチング用トランジスタは、消去用ト
ランジスタと呼ぶこともできる。
【００５８】
　レイアウトの第1の実施態様の駆動用トランジスタは、レイアウトのこの第3の実施態様
では、第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bで置き換えられてい
る。第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bは、ソース端子同士と
ドレイン端子同士が電気的に並列に接続されている。第1の駆動用トランジスタ150aと第2
の駆動用トランジスタ150bのゲート端子も電気的に接続されている。このようになってい
るため、レイアウトのこの第3の実施態様では、第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆
動用トランジスタ150bが合わさって、レイアウトの第1の実施態様の駆動用トランジスタ
の機能を果たす。
【００５９】
　第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bは、ゲート端子が記憶用
キャパシタ160と、変換用トランジスタのゲート端子と、スイッチング用トランジスタ130
のソース端子またはドレイン端子に電気的に接続されている。第1の駆動用トランジスタ1
50aと第2の駆動用トランジスタ150bは、図示してあるように、第2の端子が電力線112に電
気的に接続され、第3の端子が有機発光ダイオード230に電気的に接続されている。これら
駆動用トランジスタの目的は、データ線からのデータ信号に応答して有機発光ダイオード
の中を流れる電流を調節することである。この場合、調節された電流は、下記のように、
変換用トランジスタにより、データ線から供給された電流に対して所定の比になるように
できる。駆動用トランジスタは、電力トランジスタと呼ぶこともできる。
【００６０】
　変換用トランジスタ140は、ゲート端子が、記憶用キャパシタ160と、第1の駆動用トラ
ンジスタ150aおよび第2の駆動用トランジスタ150bのゲート端子と、スイッチング用トラ
ンジスタ130のソース端子またはドレイン端子に電気的に接続されている。図示してある
ように、変換用トランジスタの第2の端子は電力線112に電気的に接続され、第3の端子は
選択用トランジスタ120とスイッチング用トランジスタ130のソース端子またはドレイン端
子に電気的に接続されている。変換用トランジスタの目的は、この変換用トランジスタの
ゲートを駆動用トランジスタのゲートに電気的に接続することにより、データ線から供給
される電流を通過させ、その電流が駆動用トランジスタに再現されるようにすることであ
る。
【００６１】
　レイアウトの第1の実施態様と同様、変換用トランジスタを通過する電流は、駆動用ト
ランジスタを流れる電流と同じにすること、または駆動用トランジスタを流れる電流に対
して所定の比になっているようにすることができる。しかし駆動用トランジスタを流れる
電流は、同じではなくて、データ線の電流に対して所定の比の関係になっていることが好
ましい。例えばデータ線からより大きな電流が供給されて記憶用キャパシタとそれ以外の
キャパシタ（例えば寄生キャパシタ）が素早く充電され、そのことによって画素の明るさ
を望ましいレベルにするのに必要な時間が短くなるようにすることが好ましい。これは、
変換用トランジスタと駆動用トランジスタの1つ以上の特徴（例えばチャネル長、チャネ
ル幅、ゲート絶縁層の厚さ）に関して比を調節することによって実現される。ここでは2
つの駆動用トランジスタが並列に接続されているため、もしその2つの駆動用トランジス
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タのチャネル幅、チャネル長、ならびに他の特徴が同じであるならば、それぞれの駆動用
トランジスタが、これら駆動用トランジスタを流れる全電流のほぼ半分を担うことになる
。あるいはこれら2つの駆動用トランジスタの特徴（例えばチャネル幅）を違えることに
より、全電流がこれら駆動用トランジスタの間で不均等に分配されるようにすることもで
きる。したがって変換用トランジスタとこれら2つの駆動用トランジスタの間を流れる電
流の適切な比を確立する際には、これらの駆動用トランジスタを合わせて考えるべきであ
る。例えば第1の駆動用トランジスタのゲート幅と第2の駆動用トランジスタのゲート幅の
両方が変換用トランジスタのゲート幅よりも5倍広くされていて、他の特徴は同じだと、
有機発光ダイオードが画素の望ましい明るさを実現するのに必要とするよりもほぼ10倍大
きな電流を用いて画素データを書き込むことができる。明るさを望ましいレベルに調節し
、選択用トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにすると、変換用トランジス
タの中を電流が流れなくなるため、変換用トランジスタはもはや電流ミラー機能を果たさ
なくなる。しかし駆動用トランジスタのゲート端子の電圧は記憶用キャパシタに記憶され
ていてい、しかもその電圧はスイッチング用トランジスタによって分離されているため、
変換用トランジスタが必要な電流を供給することで画素は望ましい明るさの光を出し続け
る。この状態は、次の画素フレームの間に画素が再び調節されるまで続く。
【００６２】
　各画素には、有機発光ダイオード（例えば有機発光ダイオード230）が含まれている。
このダイオードは、第1の電極と第2の電極の間に配置された複数の有機発光層からなる。
第1の電極は、第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bに接続され
ている。第2の電極250は、すべての画素に共通であることが好ましい。1つ以上の有機発
光層を画素ごとに個別にパターニングすること、またはすべての画素に共通にすることが
できる。
【００６３】
　第1の走査線113と第2の走査線114を利用してそれぞれ選択用トランジスタ120とスイッ
チング用トランジスタ130をオンにすると、デバイスのフレームの書き込み期間にデータ
線111からのデータ信号に応答して画素の明るさを調節することができる。明るさのレベ
ルが決まると、第1の走査線と第2の走査線を通じ、これら走査線に関係する画素行の選択
用トランジスタとスイッチング用トランジスタをオフにする。次に、データ線信号が次の
行にとって望ましいレベルに調節された後、その行の第1の走査線と第2の走査線がアクテ
ィブにされる。このプロセスが各画素行について繰り返される。この構成では、選択用ト
ランジスタはNMOS型トランジスタとして図示してあり、変換用トランジスタ、駆動用トラ
ンジスタ、スイッチング用トランジスタは、PMOS型トランジスタとして図示してある。し
かし本発明がこの場合に限定されることはなく、当業者であればこれらトランジスタの型
を変更することができる。特に選択用トランジスタとスイッチング用トランジスタの両方
がNMOS型トランジスタまたはPMOS型トランジスタにされている別の設計では、1本の走査
線が第1の走査線と第2の走査線の両方の機能を果たすことができる。
【００６４】
　図7は、本発明によるレイアウトの第3の実施態様に従う回路レイアウトを1つの画素に
ついて示した図の一例である。図7には、さまざまな回路素子（例えば選択用トランジス
タ120、スイッチング用トランジスタ130、変換用トランジスタ140、第1の駆動用トランジ
スタ150a、第2の駆動用トランジスタ150b、記憶用キャパシタ160、データ線111、電力線1
12、第1の走査線113、第2の走査線114）の構成と配置が示してある。有機発光ダイオード
（第1の電極と第2の電極を含む）は、図7には図示されていない。
【００６５】
　図7に示してあるように、変換用トランジスタ140は、ゲート導電体145の下方のチャネ
ル領域が幅W2と長さL1を持つように構成されている。第1の駆動用トランジスタ150aは、
ゲート導電体145の下方のチャネル領域が幅W5と長さL1を持つように構成されている。第2
の駆動用トランジスタ150bは、ゲート導電体145の下方のチャネル領域が幅W6と長さL1を
持つように構成されている。
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【００６６】
　レイアウトのこの第3の実施態様によれば、第1の駆動用トランジスタ150aのチャネル領
域と第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル領域は、その間に配置された変換用トラン
ジスタ140のチャネル領域とは離れている。このレイアウトを実現するには、駆動用トラ
ンジスタを2つの異なる半導体領域から形成するとよい。例えば第1の駆動用トランジスタ
150aを半導体領域151aから形成し、第2の駆動用トランジスタ150bを半導体領域151bから
形成する。第1の駆動用トランジスタ150aと電力線112をビア153aを通じて電気的に接続す
る。第2の駆動用トランジスタ150bと電力線112をビア153bを通じて電気的に接続する。第
1の駆動用トランジスタ150bと有機発光ダイオード（図示せず）の第1の電極をビア152aを
通じて電気的に接続する。第2の駆動用トランジスタ150bと有機発光ダイオード（図示せ
ず）の第1の電極をビア152bを通じて電気的に接続する。ゲート導電体145は、第1の駆動
用トランジスタ150aと、第2の駆動用トランジスタ150bと、変換用トランジスタ140のゲー
ト電極として機能する。
【００６７】
　本発明によるレイアウトのこの第3の実施態様に従って第1の駆動用トランジスタ150aの
チャネル領域と第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル領域の間に変換用トランジスタ1
40のチャネル領域を配置することにより、回路は層（例えば半導体層や、半導体層とゲー
トの間にある絶縁層）の物理的性質の局所的な変動に対してより強くなる。物理的性質（
例えばゲート絶縁体の厚さ、結晶粒子の大きさ）は、トランジスタの電気的性質（例えば
閾値電圧、キャリアの移動度）に直接影響を与える。すなわち第1の駆動用トランジスタ1
50aのチャネル領域と第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル領域の間に変換用トランジ
スタ140のチャネル領域を配置することにより、変換用トランジスタ140の性質が、第1の
駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bの性質の中間の値に近づく。第1
の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bは電気的に並列に接続されて
いて、ゲート同士も電気的に接続されているため、これらの変換用トランジスタからの電
流、またはその一部は、すでに説明したように、データ信号が画素行に書き込まれるとき
にこれら駆動用トランジスタに再現されて分割される。レイアウトのこの第3の実施態様
に従って変換用トランジスタ140が第1の駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジ
スタ150bのほぼ中間の値を持つように構成することで、このような性質の変動に対する全
体的な強さが向上する。
【００６８】
　すでに説明したようにレーザーでアニールすることによって半導体層を結晶化させる場
合には、本発明によるレイアウトの第3の実施態様を実施することによって強さも向上す
る。しかし本発明によるレイアウトの第3の実施態様がこの場合に限定されることはない
。レーザーでアニールすることによって半導体層を結晶化させる場合、レーザー・パルス
に変動があると半導体層の性質に影響が及ぶため、レーザー・パルスの変動に対する回路
の強さを改善することが望ましい。レーザー・パルス（例えばレーザー・パルス501と502
）のエネルギー変動に対する回路の感度を小さくするには、図示してあるように、第1の
駆動用トランジスタ150aのチャネル領域と、変換用トランジスタ140のチャネル領域と、
第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル領域をレーザー・パルスと平行に配置すること
も好ましい。第1の駆動用トランジスタ150aのチャネル領域と第2の駆動用トランジスタ15
0bのチャネル領域の間に変換用トランジスタ140のチャネル領域をこのような平行な関係
で配置すると、第1の駆動用トランジスタ150aのチャネル領域と第2の駆動用トランジスタ
150bのチャネル領域が受け取るレーザーのエネルギーのほぼ平均値が変換用トランジスタ
140のチャネル領域に与えられるため、パルスの長さ方向でのレーザーのエネルギー変動
に対する強さが向上する。
【００６９】
　レーザーを利用して半導体層をアニールするときに第1の駆動用トランジスタ150aと第2
の駆動用トランジスタ150bと変換用トランジスタ140のチャネル領域の半導体領域間の差
をさらに小さくするには、その半導体領域を同じ1つのレーザー・パルスまたはレーザー
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・パルス列で結晶化させる必要がある。その場合、第1の駆動用トランジスタ150aのチャ
ネル領域と、第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル領域と、変換用トランジスタ140の
チャネル領域を、レーザー・パルスに対し、どのチャネル領域も1つのパルス内に収まり
、同時に同じパルス列によってアニールされるように配置する。変換用トランジスタ140
のチャネル領域と、第1の駆動用トランジスタ150aのチャネル領域と、第2の駆動用トラン
ジスタ150bのチャネル領域は、パルス列が走査方向510で示したようにチャネル領域を横
断するにつれて、そのパルス列がすべてのチャネル領域にほぼ同時に到達し、ほぼ同時に
チャネル領域のアニーリングが終了するようにも配置する。これは、図示したチャネル領
域を、例えばチャネル領域の長さまたは幅がレーザー・パルスと直角になるように配置す
るとともに、チャネル領域が互いにほぼ揃うように配置することによって実現できる。第
1の駆動用トランジスタ150aのチャネル領域と、第2の駆動用トランジスタ150bのチャネル
領域と、変換用トランジスタ140のチャネル領域のこの並び方を実現するには、第1の駆動
用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bと変換用トランジスタ140の長さまた
は幅のどちらかを同じにすることが好ましい。図7の実施態様に示してあるように、第1の
駆動用トランジスタ150aと第2の駆動用トランジスタ150bと変換用トランジスタ140のチャ
ネル領域のチャネル長は同じにされている一方で、これら領域のチャネル幅は違えてある
。チャネル領域が正確に同じパルス列でアニールされることが好ましいが、これらチャネ
ル領域を、各チャネル領域の少なくとも一部（50％を超えることが好ましい）が同じパル
ス列によって同時にアニールされるように配置することによってもいくらかの利益がある
。
【００７０】
　レイアウトの第2の実施態様に関する説明は、2つの変換用トランジスタの間に駆動用ト
ランジスタが配置された場合であった。当業者であれば、この考え方を、3つ以上の変換
用トランジスタがあって、その変換用トランジスタのうちの少なくとも2つの間に少なく
とも1つの駆動用トランジスタが配置されている場合に拡張することができよう。このよ
うな実施態様も、本発明の範囲に含まれると考えられる。レイアウトの第3の実施態様に
関する説明は、2つの駆動用トランジスタの間に変換用トランジスタが配置された場合で
あった。当業者であれば、この考え方を、3つ以上の駆動用トランジスタがあって、その
駆動用トランジスタのうちの少なくとも2つの間に少なくとも1つの変換用トランジスタが
配置されている場合に拡張することができよう。このような実施態様も、本発明の範囲に
含まれると考えられる。当業者であれば、2つ以上の駆動用トランジスタと2つ以上の変換
用トランジスタの組み合わせも利用できる。このような組み合わせも、本発明の範囲に含
まれると考えられる。上記の構成のどれを利用しても、トランジスタ間の特性の差に対し
てより強くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】電流型アクティブ・マトリックスOLEDデバイスを駆動するための従来の概略回路
図である。
【図２】本発明によるレイアウトの第1の実施態様に従う回路レイアウトを1つの画素につ
いて示した図である。
【図３】本発明による図2のOLEDデバイスの線Z-Z'に沿った断面図である。
【図４】本発明によるレイアウトの第2の実施態様に従う概略回路を1つの画素について示
した図である。
【図５】本発明によるレイアウトの第2の実施態様に従う回路レイアウトを1つの画素につ
いて示した図である。
【図６】本発明によるレイアウトの第3の実施態様に従う概略回路を1つの画素について示
した図である。
【図７】本発明によるレイアウトの第3の実施態様に従う回路レイアウトを1つの画素につ
いて示した図である。
【符号の説明】
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【００７２】
　10　　画素
　111　　データ線
　112　　電力線
　113　　第1の走査線
　114　　第2の走査線
　120　　選択用トランジスタ
　121　　半導体領域
　122　　ビア
　123　　ビア
　125　　導電体ブリッジ
　125a　　導電体ブリッジ
　130　　スイッチング用トランジスタ
　131　　半導体領域
　131a　　半導体領域
　132　　ビア
　133　　ビア
　140　　変換用トランジスタ
　140a　　第1の変換用トランジスタ
　140b　　第2の変換用トランジスタ
　141b　　半導体領域
　142　　ビア
　142a　　ビア
　142b　　ビア
　143a　　ビア
　143b　　ビア
　145　　ゲート導電体
　150　　駆動用トランジスタ
　150a　　第1の駆動用トランジスタ
　150b　　第2の駆動用トランジスタ
　151　　半導体領域
　151a　　半導体領域
　151b　　半導体領域
　152　　ビア
　152a　　ビア
　152b　　ビア
　153　　ビア
　153a　　ビア
　153b　　ビア
　160　　記憶用キャパシタ
　161　　半導体領域
　162　　ビア
　170　　電流源
　200　　基板
　212　　第1の誘電体層
　213　　第2の誘電体層
　214　　第3の誘電体層
　230　　有機発光ダイオード
　240　　有機EL媒体
　241　　正孔注入層



(22) JP 5122959 B2 2013.1.16

　242　　正孔輸送層
　243　　発光層
　245　　電子輸送層
　250　　第2の電極
　260　　第1の電極
　270　　光
　501　　レーザー・パルス
　502　　レーザー・パルス
　510　　レーザーの走査方向

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(24) JP 5122959 B2 2013.1.16

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100111903
            弁理士　永坂　友康
(74)代理人  100102990
            弁理士　小林　良博
(74)代理人  100114018
            弁理士　南山　知広
(72)発明者  ウィンターズ，ダスティン　リー
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１４５８０，ウェブスター，バインブリッジ　レーン　６３

    審査官  中山　佳美

(56)参考文献  特開２００２－３３３８６２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２３６３０２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－２１９６２５（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３１０９８１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１４７６５９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  51/50-51/56
              H01L  27/32
              H05B  33/00-33/28
              G09F   9/00
              G09F   9/30-9/46
              G09F   3/12、3/14
              G09F   3/30、3/32


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

